
別紙７「藍住町世代間交流施設整備事業の機能要件」電気設備諸元表
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※１、2

コンセント
※3
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人感センサ
ー

明るさ
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情報通信
有線

情報通信
無線

（Wifi)
※４

電話
※５ TV共同受

信

外線 内線

交
流
エ
リ
ア
 
 
※
７

エントランス 〇 ※７※８
オープンスペース 〇 〇公衆用 〇 〇 ※７
キッズスペース 〇 〇 〇 ※７
施設事務室 〇 〇 〇 〇 〇
ファミリー・サポート・センター事務 〇 〇 〇 〇 〇
調理室・加工室 加工機器用電源 〇 〇
多目的室１ 〇 〇 〇 ※６
多目的室２ 〇 〇 〇 ※６
和室 〇 〇 〇
倉庫１〜４ 〇
防災倉庫 〇
便所 〇 〇
キッズトイレ 〇 〇
授乳室 〇 〇
給湯室 〇 〇
掃除用具入れ

事
務
室
エ
リ
ア

社会福祉協議会事務室 〇 〇 〇 〇 〇
相談室A 〇 〇
相談室B 〇 〇
倉庫A 〇
消費生活センター事務室 〇 〇 〇 〇 〇
シルバー人材センター事務室 〇 〇 〇 〇 〇
倉庫B 〇
婦人会事務室 〇 〇 〇 〇 〇

陶芸室
電動ロクロ×3、焼
成用窯電源及びア

〇 〇 ※9

便所 〇 〇
給湯室 〇 〇
掃除用具入れ
事務室エリア廊下 〇 ※７
公衆便所 〇 ※７
キッチンカー駐⾞スペース キッチンカー用電

備考
※１ 電灯は全室に設置し、照度はJIS照度基準以上を確保すること。
※２ 電灯は特記なき限り手元スイッチとする。出入口が2箇所以上ある場合、どちらの出入口でも点灯、消灯ができるように配慮すること。
※３ 一般コンセントは全室に適宜設置すること。
※４ 情報通信無線（Wifi)は適宜APを設置すること。
※５ 電話機器は別途工事とする。
※６ 多目的室１，２には拡声設備（単独のスピーカーシステム）を設けること。また。多目的室１は3分割対応とする。
※７ 監視カメラ設置箇所を示す。モニターは施設事務所に設置すること。
※８ メインエントランス付近の屋外側には来館者用のインターフォンを設置し、施設事務室で応答できるようにすること。 
※９ 陶芸室「電動ロクロ︓100V、5.1A、123W」「焼成用窯︓200V、525A、10.5KW」
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